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第６回こだいら名木百選選定委員会 会議要録 

 

１ 日 時  

平成２５年１２月２日（月）午後２時０５分～４時００分まで 

 

２ 場 所  

市役所５階 ５０４会議室 

 

３ 出席者  

委 員 長 椎名 豊勝  

副委員長 山田 眞久 

委 員 佐藤 留美、麻生 真樹、棚井 俊雄 

 

４ 傍聴者  

  １名 

 

５ 議事等 

（１）こだいら名木百選マップの構成について 

（２）こだいら名木百選の追加審査について 

（３）その他 

 

６ 会議の概要 

議事録 

（１） こだいら名木百選マップの構成について 

事務局からマップ作成業務の委託会社を紹介し、委託会社によるマップの企画案につい

ての説明。その後、委員から下記の要望を伝えた。 

 

・地図の番号表示が見えにくいため、背景とのコントラストを明確にした方がよい。数字

も大きい方がよい。 

・第一中学校のフェンスそばに明治３３年に作った三角地点があり、標高も書いてあるた

めマップに掲載したい。 

・名木のナンバーリングはマップの構成から考え、西から順番にすることとした。 

・市内を大きく西と東に分け、名木を紹介するマップ構成を採用することとした。 
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・樹種紹介の中では、紫モクレンもハクモクレンもモクレンの説明とする。樹種の紹介の

タイトルは全部カタカナで入れてほしい。 

・各名木の樹種名は応募者の方の書いた通りとし、文化財の表記、通称的な名前などでマ

ップに掲載することとした。 

  ・見学する時のお願いで、「名木には触れないでください」を「名木ですので大切に観賞

しましょう」という表現へ変更。 

  ・見学する時のお願いで、「公園や神社・寺社など多くの人が集まるところのほか、学校、

病院などの公共施設、道路沿い、私有地など多岐にわたって～」と私有地を追加する。 

  ・幹回りは掲載し、樹高は掲載しないこととした。また、計測時の年月日を記載する。 

なお、並木扱いのものは、幹回りも掲載しないこととした。 

 

（２） こだいら名木百選の追加審査について 

  №４９ ヒマラヤスギ 所在地：上水本町 2 丁目（個人宅） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は、⑤地域のシンボ

ルとなっている木、⑦巨木や古木とした。 

   

  №５９ ケヤキ 所在地：学園西町 1 丁目（玉川上水緑道） 

   審査の結果、応募理由にある玉川上水の両岸に最初に植えたのは、文献ではスギとマツ

であり、樹齢は２００年３００年前のものではなく、８０年くらいであろうとの見解があ

り、確認のため要検討扱いとした。該当項目は⑦巨木や古木とする。 

 

  №６０ イチョウ 所在地：中島町 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は②歴史や由緒のあ

る木、⑤地域のシンボルとなっている木、⑦巨木や古木とした。 

  

№６１ エノキ 所在地：小川東町 1 丁目 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は、①すばらしい樹

形の木、⑦巨木や古木とした。 

 

№６２ 高垣（シラカシ） 所在地：小川町 1 丁目（個人宅） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は②歴史や由緒のあ

る木、⑥景観的に優れた木とし、幹回りではなく総延長を掲載することとした。 
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  №６３ 高垣（シラカシ） 所在地：小川町 1 丁目（個人宅） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は②歴史や由緒のあ

る木、⑥景観的に優れた木とし、幹回りではなく総延長を掲載することとした。 

 

  №６４ イチョウ（並木） 所在地：喜平町 3-2-13 号棟北（東京都住宅供給公社） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は⑥景観的に優れた

木とした。 

 

  №６５ ケヤキ 所在地：小川町 2 丁目（中央公民館） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は⑤地域のシンボル

となっている木とし、幹回りは株が分かれているので掲載しないこととした。 

   

  №６６ イチョウ 所在地：仲町 675（平安院） 

審査の結果、委員全員一致で名木として採用を決定した。該当項目は⑤地域のシンボル

となっている木、⑦巨木や古木とする。 

 

№１４ クロマツ 所在地：小川西町 2 丁目（森林公園） 

枯れてしまったので、再審査の結果、委員全員一致で名木としての採用を見送ることと

した。 

 

№６ チシャノキ 所在地：鈴木町 1 丁目 

外から見えないというのが大きな理由で採用されなかったが、所有者の方がこの木が

見えるくらいまで歩道を舗装すると申し出ているため、委員全員一致で名木として採用

を決定した。該当項目は③めずらしい木とする。 

                                     以上 

 


